
1 

 

 

2021年12月10日 

各 位 

 

会社名  GFA株式会社 

代表者名         代表取締役 片田 朋希 

（コード番号：8783） 

問 合 せ 責 任 者  
執行役員 最高財務責任者 

津田 由行 

(TEL 03-6432-9140) 

 

（開示事項の中止） 鳥取県岩美郡岩美町に所在する太陽光発電所の取得中止について 

 

 

当社は、2021年６月11日付け「太陽光発電所の取得に関する売買契約に関するお知らせ」にて、株式 

会社フロンティア・サンワ（広島県広島市中区・代表取締役 中川 正彦）と太陽光発電所の取得に関する

売買契約を締結したことをお知らせいたしましたが、建設中となっていた一部の発電所につきまして、こ

の度、取得を中止することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

１．今回、取得を中止した太陽光発電所の設備について 

①鳥取県岩美郡岩美町に所在する太陽光発電所 

（１）設備名称 岩美町荒金太陽光発電設備 

（２）所在地 鳥取県岩美郡岩美町 

（３）発電出力 ９９９．０ｋＷ 

（４）売電単価 １ｋWhあたり18円（消費税別 中国電力買取価格） 

（５）年間売上見込 年間29百万円 

（６）稼働状況 未稼働 

（７）取得先 株式会社 フロンティア・サンワ 

 

２．取得中止の理由 

 上記、発電所は売買契約時点で建設中であり、完成後に引き渡しを受ける予定となっておりましたが、

株式会社フロンティア・サンワが発注し建設工事を請け負っている業者の度重なる契約不履行により、当

社と株式会社フロンティア・サンワ間での協議により契約解除を合意し、取得の中止を決定いたしまし

た。 

なお、上記と同時に株式会社フロンティア・サンワと売買契約を締結した他の発電所５基については、

予定通り取得を完了し、稼働しております。 

 

３．当初開示からの経緯 

当初、2021 年5月 21 日付「第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付第７回新株予約権の発

行に関するお知らせ」において、太陽光発電所の取得を資金使途として開示しております。 
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次に、2021 年6月 11 日付「太陽光発電所の取得に関する売買契約に関するお知らせ」におきまし

て、6基の太陽光発電の取得を決定しております。 

その後、2021年8月31日付「（開示事項の経過）太陽光発電所の取得一部完了に関するお知らせ」に

てお知らせの通り、茨城県内にある以下の②～⑥の５基の太陽光発電所を89百万円で取得済みでござい

ます。 

 ②茨城県小美玉市に所在する太陽光発電所 

③茨城県東茨城郡城里町に所在する太陽光発電所 

 ④茨城県笠間市に所在する太陽光発電所 

⑤茨城県石岡市に所在する太陽光発電所 

⑥茨城県那珂市額田南郷に所在する太陽光発電所 

 また、前回、当該の鳥取県岩美郡岩美町に所在する太陽光発電所につきまして2021年9月30日付「太

陽光発電所の一部取得時期変更のお知らせ」において延期を発表しており、中止の決定をもって今回の発

表に至りました。 

 

４．今後の見通し 

今回、中止を決定した鳥取県岩美郡岩美町に所在する太陽光発電所の取得に関しては、一部手付金を支

払っておりますが、手付金については返金がございます。また、解約に伴う当社が負担する違約金は発生

しないため、当該取引における直接的な影響はございません。また、資金使途の変更はございません。 

鳥取県岩美郡岩美町に所在する太陽光発電所の取得中止に伴う今期の売上に与える影響は、12百万円

程度を見込んでおりますが、当社グループ全体で2022年3月期連結業績に与える影響については軽微と

考えております。 


